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はじめに 

 

ツキノワグマは、「レッドデータブックふくしまⅡ（福島県 2003 年）のカテゴリーにおいて、注意種（※注１）に指定されており、

生息密度や繁殖率が低いため、一度個体数が減少すると回復に時間がかかるという面を有する一方、農林水産業被害や人身被害を及ぼす

場合があり、被害防止のための捕獲圧がかかりやすいことから、計画的な保護管理を行う必要性が高い種です。 

 福島県では会津地方を中心に中通りの奥羽山系に生息が確認されていますが、近年阿武隈山系でも生息が確認されています。いずれに

しても、森林生態系の頂点に位置づけられる種として本県の自然生態系にとって重要な構成種であり、また自然環境の指標種でもありま

す。 

ところが、ここ数年、人里への出没や農林業被害、あるいは人身被害の発生が目立つようになり、早急に被害防除の対策を講じる必要

性が高まっているのが現状です。 

これらの状況を踏まえ、福島県では平成 19年度に「ツキノワグマ保護管理検討会」が発足し被害防除対策、個体数管理、生息環境管理

などの観点から総合的な検討がなされ、平成 20 年度に「ツキノワグマ保護管理計画（平成 21 年４月１日～平成 25 年３月 31 日/平成 23

年３月 11日の東日本大震災の影響により１年延長）」が策定されました。 

 さらに、平成 24年度には第２期目の計画となる「ツキノワグマ保護管理計画（平成 25年４月１日～平成 29年３月 31日）」が策定され

ました。 

 このツキノワグマ対策は、平成 21年度から平成 23年度にかけて NPO法人ふくしまワイルドライフ市民＆科学者フォーラムに委託して

実施した会津版「人と自然の共生」促進事業（緊急雇用創出基金事業）の成果としてまとめ、主に市町村の鳥獣保護・有害鳥獣捕獲許可

事務担当者等に活用していただくことを目的に作成したものです。 

本ツキノワグマ対策を参考に、地域の状況に応じた出没対策が作成されることを期待します。ツキノワグマ対策では、県、市町村、地

域住民が各自の役割を行い、出没に対して強い地域づくりを進めることが重要です。 

 

※注１ 注意種とは「本県では一般に見られるが、全国レベルでは貴重であると評価されている種及び亜種・変種」のこと。 

 

 

                                                     平成２６年３月 
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